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久喜市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定概要 

 

１.新型インフルエンザ等対策行動計画の策定及び改定の流れ 

■新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行（平成 25年４月） 

 以下を主な目的として、平成 25 年４月に新型インフルエンザ等対策特別措置法（以下

「特措法」という。）が施行された。 

・新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図る 

・新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護する 

・国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにする 

■新型インフルエンザ等対策行動計画の策定 

特措法では、国、都道府県及び市町村はそれぞれ行動計画を策定すること、都道府県

行動計画は政府行動計画に基づいて、市町村行動計画は都道府県行動計画に基づいて策

定することが規定されている。 

 

〇新型インフルエンザ等対策行動計画関係図 

 

 

 

 

 

 

 

 

特措法に基づき、国、県、市は以下のとおり行動計画を策定した。 

 名称 策定年月 

国 
新型インフルエンザ等対策政府行動計画 

（以下「政府行動計画」という。） 
平成 25 年６月 

県 
埼玉県新型インフルエンザ等対策行動計画 

（以下「県行動計画」という。） 
平成 26 年１月 

市 
久喜市新型インフルエンザ等対策行動計画 

（以下「市行動計画」という。） 
平成 26 年 12 月 

  

久喜市行動計画○○市行動計画 ○○市行動計画

新型インフルエンザ等対策政府行動計画 新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン

○○県行動計画 埼玉県行動計画 ○○県行動計画

※政府行動計画に基づき作成

※県行動計画に基づき作成

※政府行動計画に定められた内容について、

より具体的な内容や具体例等を整理したもの

閲覧用 
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■新型インフルエンザ等対策行動計画の抜本的改定 

 新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、国及び県は以下のとおり行動計画を

抜本的に改定した。 

 名称 改定時期 改定内容 

国 政府行動計画 令和６年７月２日 
・新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ

た改定 

 

県 

 

県行動計画 

 

 

令和７年１月 

 

・政府行動計画の改定内容を踏まえた改定 

・新型コロナ対応における課題や知見を取りまと

め総括した際に整理された課題を踏まえた改定 

・専門家からいただいた評価を踏まえた改定 

 

２. 政府行動計画及び県行動計画の改定内容 

■新型インフルエンザ等対策行動計画の改定内容 

 政府行動計画及び県行動計画の抜本的改定にあたり、全体の構成が変更となったのは

次の２点である。 

①これまで６つに区分されていた対策項目を 13 項目に拡充 

②対策項目ごとに３期（準備期、初動期、対応期）に区分して対策を整理 

〇県行動計画の改定概要 
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３. 市行動計画の改定方針 

■現行計画で定めている組織構成及び各班事務分掌の修正 

 市行動計画では、現行計画に引き続き、久喜市新型インフルエンザ等対策本部の組織

構成及び各班の事務分掌を記載し、実効性を確保する。 

なお、現行計画で定めている組織構成及び各班の事務分掌については、現在の久喜市

の組織構成と一致していないため、既に改正を行っている久喜市新型インフルエンザ等

対策本部班長会議規程に合わせた修正を行う。 

■政府行動計画及び県行動計画に基づく改正 

 政府行動計画及び県行動計画の抜本的な改正に合わせた全体の構成とする。 

  

①これまで６つに区分されていた対策項目の拡充 

  政府行動計画及び県行動計画に記載されている 13 の対策項目のうち、市が関係する

行動を対策項目とする。国が作成した市町村行動計画作成の手引き及び埼玉県が作

成した市町村新型インフルエンザ等対策行動計画整合性確認に係るチェックリスト

を参考にし、次の７項目を市行動計画の対策項目とする。 

政府行動計画・県行動計画の対策項目  久喜市行動計画の対策項目 

①実施体制  ①実施体制 

②情報収集・分析   

③サーベイランス   

④情報提供・共有、リスクコミュニケーション  ②情報提供・共有、リスクコミュニケーション 

⑤水際対策   

⑥まん延防止  ③まん延防止 

⑦ワクチン  ④ワクチン 

⑧医療   

⑨治療薬・治療法   

⑩検査   

⑪保健  ⑤保健 

⑫物資  ⑥物資 

⑬国民生活及び国民経済の安定の確保 

（県民生活及び県民経済の安定の確保） 
 ⑦市民生活及び市民経済の安定の確保 

 

②対策項目ごとに３期（準備期、初動期、対応期）に区分して対策を整理 

 市が関係する行動がない区分については、期の記載を行わないものとする。 


